
事 務 連 絡 

令 和４年 ９ 月 ２ 9 日 

 

関係団体各位 

 

東京都総務局総合防災部長 

 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて（周知依頼） 

 

日頃より、東京都の施策の推進に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。 

9月 9日付にてご連絡した標記の件について、別添のとおり無症状者の療養期間の考え

方が一部変更となるとの通知がございましたので、お知らせいたします。 

皆様におかれましては、すでに感染拡大防止のための取組を推進していただいていると

ころでございますが、より一層の御協力を賜りますとともに、貴団体に加盟している組織

等を含めた関係者の皆様への周知等につきまして、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

（添付資料） 

・（別添）「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」（令和４年

９月 27日付 福祉保健局感染症対策部長事務連絡） 

・（参考）「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」（令和４年

９月 7日付 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 



事 務 連 絡 

令和４年９月２７日 

 

総務局総合防災部長 殿 

福祉保健局感染症対策部長  

 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて 

 

令和４年９月７日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡が

発出され、オミクロン株の特性を踏まえた患者の療養期間等が見直されたことを受

け、令和４年９月７日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期

間等の見直しについて」により通知を行ったところですが、療養期間の考え方につい

て一部変更がございました。 

つきましては、内容について関係機関に御周知いただくとともに、対応に関し御協

力いただきますよう、お願い申し上げます。 

（二重下線は変更箇所） 

 

記 

 

１ 療養期間の考え方について 

（１）有症状者（人工呼吸器等による治療を行った場合を除く） 

  ア イ以外の者 

    発症日を０日として７日間経過し、かつ、症状軽快後２４時間経過した場合には、

８日目から解除を可能とする。７日目で症状が軽快していない場合、症状軽快時から、

２４時間経過した場合に解除を可能とする。 

ただし、１０日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などの

自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設へ

の不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを

着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底すること。 

  イ 入院している者（高齢者施設に入所している者を含む）※従来から変更なし 

    発症日を０日として１０日間経過し、かつ、症状軽快後７２時間経過した場合に１

１日目から解除を可能とする。１０日目で症状が軽快していない場合、その後症状軽

快後、７２時間経過した場合に解除を可能とする。 

 

（２）無症状者（無症状病原体保有者） 

  ア 検体採取日を０日として 7 日間を経過した場合には８日目に療養解除を可能とす

る。（従来から変更なし） 

  イ アに加え、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過

後（６日目）に待機解除を可能とする。また、６日目の検査で陰性を確認した場合は、

同日（検査結果確認後）に待機解除を可能とする。 



ただし、７日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などの自

身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への

不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着

用すること等の自主的な感染予防行動を徹底すること。 

 

２ 療養期間中の外出自粛について 

有症状者が症状軽快後２４時間経過した場合、又は無症状の場合は、外出時や人と接する

際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマ

スクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出し

など必要最小限の外出を行うことは差し支えない。 

 

３ １及び２に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基

準については、引き続き、令和３年２月２５日付け健感発 0225第１号厚生労働省健康局

結核感染症課長通知に基づき対応すること。 

    

４ 対応の切り替え基準日 

  令和４年９月７日（水曜日）から。同日時点で陽性者である者にも適用する。 

 

問合せ先 

福祉保健局感染症対策部 

防疫・情報管理課防疫担当  

電 話 ０３－５３２０－４０８８ 
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事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて 

 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと

うございます。 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症

患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（令和３年２月 25 日付け健

感発 0225 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和３年２月 25 日付

け課長通知」という。）及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場

合の対応について」（令和４年１月５日付け（令和４年２月２日最終改正）厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づき対応をお願いしており、

その療養期間については、 

・有症状患者については、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過

した場合には 11 日目から解除を可能 

・無症状患者（無症状病原体保有者）については、検体採取日から７日間を経過した

場合には８日目に療養解除を可能（ただし、10 日間が経過するまでは、検温など

自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マ

スクを着用すること等の感染対策を求めること） 

を基本としています。 

今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第 98 回新型

コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロ

ナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容に

ついて御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。 

なお、本見直しについては 、本日（令和４年９月７日）より適用となり、同日時点

で患者である者にも適用いたします。 
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記 

 

１ 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。 

（１）有症状患者（※１） 

   （a）（ｂ）以外の者 

 ・発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には８

日目から解除を可能とする。 

・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検

温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハ

イリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食

等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底

をお願いする。 

 

  (b)現に入院している者（※２）（従来から変更無し） 

  ・発症日から 10日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11

日目から解除を可能とする。 

 

   ※１ 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。 

   ※２ 高齢者施設に入所している者を含む。 

 

（２）無症状患者（無症状病原体保有者） 

   ・検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除を可能とする

（従来から変更なし）。 

・加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日

間経過後（６日目）に解除を可能とする。ただし、７日間が経過するまで

は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認

や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、

感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するこ

と等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。 

 

２ 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又

は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関

を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染

予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行

うことは差し支えないこと。 
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３ １及び２に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養

解除基準については、引き続き、令和３年２月 25 日付け課長通知に基づき対応す

ること。 
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